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施設等利用給付認定の現況確認について（通知） 

 

 平素より本市の保育行政に御理解と御協力を賜り、誠にありがとうございます。 

幼児教育・保育の無償化に係る施設等利用給付認定を受けられた場合、当該認定の有効期間内において、引き続き労働、疾病

等の保育を必要とする事由に該当するかの確認のため、年１回の現況届の提出が必要となります。 

 つきましては、以下のとおり必要書類をご提出いただきますようお願いいたします。認定内容に変更がある場合は別途変更の

お手続きをお願いいたします。 

 なお、提出がない場合は、保育を必要とする事由がないものとみなし、２号又は３号認定が取り消されることがありますので

ご注意ください。現況確認の結果、認定の変更が生じる場合は、別途お知らせいたします。 

１ 提出書類 

⑴  現況届（１世帯につき１部） 

⑵  保育を必要とする理由を証明する書類（保護者全員１部ずつ） 

● 保育を必要とする理由を証明する書類（保護者全員それぞれにつき１部ずつ） 

必要とする理由 提出必要書類 

就 労 

(自営業等含む) 

・就労証明書（注） 

・自営業の就労内容を証明できる書類の写し（自営以外の方は提出不要です。） 

→上記における自営業には、在園児童の3親等以内の親族が代表者である場合も含まれます。 

疾 病 ・疾病、障がい、介護、看護申告書 

・疾病、障がい、介護、看護申告に係る診断書（注） 

障 害 ・疾病、障がい、介護、看護申告書 

・申告内容を証明できる書類（各種手帳の写し、診断書 など） 

介護・看護 

・疾病、障がい、介護、看護申告書 

・申告内容を証明できる書類（介護保険被保険者証の写し（被看護・被介護者のもの）、診断書、

各種手帳の写し、直近3か月以内の通院時の領収書の写し など） 

就 学 

(職業訓練校含む。) 

・就学証明書 

求職活動 
・求職活動（起業準備）申告書 

→内定先がある場合は、就労証明書（注） 



その他 保育課にお問合せください。 

（注）３か月以内に発行されたものをご提出ください。 

※保育を必要とする理由を証明する書類は、市HP「施設等利用給付（無償化）の認定手続きについて」からダウンロード

いただけます。また令和８年度保育施設等入所案内に記載する様式を使用することも可能です。 

 URL：（http://www.city.koganei.lg.jp/kosodatekyoiku/hoikuen/youzikyouikuhoiku/musyoukanintei.html） 

⑶ 令和７年４月以降に提出書類⑵をご提出済みの方は、提出書類⑴のみをご提出ください。令和８年度認可保育施設入所申

請をされた方も提出書類⑵は提出不要ですが、変更がある場合は再度提出をお願いします。 

⑷ 雇用契約期間に定めがあり、雇用契約期間を更新している場合は、更新後の雇用契約期間が記載された就労証明書を提出

してください。 

雇用契約期間が切れている場合、それ以降の保育の必要性の証明が提出されないと、保育を必要とする事由がないとみな

され、認定が取り消されます。 

 

２ 提出について 

⑴ 提出方法 

①電子申請で提出 

 電子申請ＵＲＬ：https://logoform.jp/form/pCd3/1365724 

②下記宛先に郵送または窓口で提出 

郵送：〒１８４－８５０４ 小金井市本町６丁目６番３号 小金井市子ども家庭部保育課 

窓口：小金井市役所第二庁舎３階 保育課 

※ 封筒に「現況届在中」と朱書きください。 

⑵ 提出期限：令和８年１月３０日（金）必着 【厳守】 

※ やむを得ない事情により提出が遅れる場合には、その旨を必ず保育課へご連絡ください。 

 

３ 今後の施設等利用費の請求期間についてのご案内 

支払対象期間 請求書提出期間 支払時期 

令和７年１０月～令和８年３月利用分 令和８年３月１６日から４月１５日（予定） 令和８年５月中旬（予定） 

令和８年４月～９月利用分 令和８年９月中旬～１０月中旬（予定） 令和８年１１月中旬（予定） 

施設等利用費（償還払い請求）には、次の書類を提出いただく必要があります。 

⑴ 施設等利用費請求書 

様式は市HP「施設等利用給付（無償化）の請求手続きについて」からダウンロードいただけます。 

URL：（http://www.city.koganei.lg.jp/kosodatekyoiku/hoikuen/youzikyouikuhoiku/musyoukaseikyu.html） 

※個別送付はいたしませんのでご注意ください。（利用施設から配布される場合もあります。） 

⑵ 領収証兼特定子ども・子育て支援提供証明書（各利用施設から発行） 

 

【問合せ先】 

小金井市子ども家庭部保育課 

電話：042-387-9846（直通） 


